
○いすみ市家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 

平成17年12月５日告示第55号 

改正 

平成19年３月30日告示第59号 

平成20年３月10日告示第26号 

平成21年３月26日告示第49号 

平成24年５月29日告示第124号 

平成25年３月28日告示第19号 

平成25年５月１日告示第59号 

平成27年３月17日告示第24号 

平成28年３月28日告示第34号 

平成30年３月30日告示第66号 

いすみ市家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、予算の範囲内に

おいて家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業に要する経費の一部について、いすみ市

補助金等交付規則（平成17年いすみ市規則第44号）及びこの告示に基づき、補助金を交

付する。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(１) 浄化槽 浄化槽法（昭和58年法律第43号）第２条第１号に規定する浄化槽をいう。 

(２) 家庭用小型合併処理浄化槽 専用住宅で使用する処理対象人員が10人以下の浄化

槽であって、生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」という。）除去率90パーセント

以上、放流水のＢＯＤが１リットルにつき20ミリグラム（日間平均値）以下の機能を

有するものであり、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成

４年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助

指針」という。）に適合する機能を有するものをいう。 

(３) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律（平成12年法律第106号）附則

第２条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。 



(４) 専用住宅 自ら住居の用に供する建物又は延べ床面積の２分の１以上を自ら住居

の用に供する建物をいう。 

(５) 汲み取り便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の

便槽（泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的な汲み取りをする方式の便槽を

含む。）をいう。 

(６) 転換 専用住宅を新築し、又は建て替えることなく単独処理浄化槽を撤去し、家

庭用小型合併処理浄化槽を設置すること（以下「単独転換」という。）又は汲み取り

便槽を廃止し、家庭用小型合併処理浄化槽を設置すること（以下「汲み取り転換」と

いう。）をいう。 

(７) 増築等 専用住宅を増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え（水回りのリ

フォームを除く。）をすることをいう。 

（補助対象者） 

第３条 この告示により補助を受けることができる者は、市内に居住し、又は居住しよう

とする者で、別表第１に掲げる補助対象地域において、転換を行う者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。 

(１) 浄化槽法第５条第１項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法（昭和25年

法律第201号）第６条第１項の規定による確認を受けずに、家庭用小型合併処理浄化

槽を設置する者 

(２) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者 

(３) 市税を滞納している者及び当該者と同一の世帯に属する者に市税の滞納のある者

（合併前の旧夷隅町、旧大原町又は旧岬町で町税を滞納している者を含む。） 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金は、予算の範囲内で交付する。 

２ 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。 

(１) 浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事に要する経費（以下「設置費」とい

う。） 

(２) 転換に伴う設備の撤去等に必要な経費のうち、次に掲げるもの（以下「撤去費」

という。） 

ア 単独転換を行う場合は、単独処理浄化槽の撤去、汚泥の処理、消毒、清掃、運搬、

中間処理、最終処理その他の単独転換に伴う設備の撤去等に要する経費 



イ 汲み取り転換を行う場合は、汲み取り便槽の撤去、汲み取り、消毒、清掃、水洗

用便器その他の汲み取り転換に伴う設備の撤去等に要する経費 

(３) 生活排水を浄化槽に流入させるための管の設置又は浄化槽で処理した水を公共用

水域に放流させるための管の設置に必要な工事（以下「配管工事」という。）に要す

る経費（以下「配管費」という。） 

３ 補助金の額は、次に掲げる額とする。 

(１) 単独転換を行う者に対する補助金の額は、設置費及び撤去費の合計額とし、別表

第２の第１欄に掲げる区分ごとに、同表の第２欄に定める額を限度とする。 

(２) 汲み取り転換を行う者に対する補助金の額は、設置費及び撤去費の合計額とし、

別表第３の第１欄に掲げる区分ごとに、同表の第２欄に定める額を限度とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、配管工事を行う必要がある者に対する補助金の額は、同項

の規定により算出した補助金の額に配管費（その額が20万円を超える場合は、20万円）

を加えて得た額とする。ただし、増築等を伴う場合を除く。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじ

め補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

(１) 設置場所の案内図、平面図及び排水系統図 

(２) 浄化槽設置届出書の写し（浄化槽法第５条第２項の規定による審査期間を経過し

た受付印のあるもの）又は建築確認済証の写し 

(３) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書 

(４) 工事費見積書の写し（設置費、撤去費及び配管費分） 

(５) 合併処理浄化槽概要書の写し及び合併処理浄化槽の構造図（型式適合認定書別添

仕様書及び図面） 

(６) 工事請負契約書（様式第２号の写し） 

(７) 当該浄化槽が国庫補助指針に適合していることを示す書類（登録証の写し及び管

理票（Ｃ票）） 

(８) 現場監督者の設備士免状の写し 

(９) 確約書（申請時、浄化槽設置場所に住民登録がない場合） 

(10) 申請をしようとする日の属する年度の前年度において、申請者及び申請者と同一



の世帯に属する者に市税の滞納のないことを証する書類 

(11) 転換事業計画書（現況写真及び平面図を添付）（様式第３号） 

(12) 委任状（申請者が窓口に提出できない場合又は共有名義の場合） 

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、交

付の決定をしたときは補助金交付決定通知書（様式第４号）により、不交付の決定をし

たときは補助金不交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

（変更等の承認） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助対象者」という。）は、補助事業等

の内容を変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、補助事業等変

更（中止・廃止）承認申請書（様式第６号）を市長に提出し、その承認を受けなければ

ならない。 

２ 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了が困難な場合又は補助事業の遂行が困

難となった場合は、完了予定期日前までに市長に報告してその指示を受けなければなら

ない。 

（工事完了届兼完成検査願及び実績報告書） 

第８条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後１箇月以内又は当該年度の３月15日のい

ずれか早い日までに、工事完了届兼完成検査願（様式第７号）及び実績報告書（様式第

８号）に次の書類を添付して市長に提出し、市職員の検査を受けなければならない。 

(１) 浄化槽法第７条に規定する検査の申込みを証する書類（検査手数料の納付書の写

し） 

(２) 浄化槽機能保証制度に基づいて登録されたものであることを証する保証登録証 

(３) 浄化槽法第10条の規定を遵守する誓約書（様式第９号） 

(４) 浄化槽の保守点検を委託により実施する場合にあっては、受託者が浄化槽の保守

点検及び清掃並びに浄化槽法第11条に規定する検査の受検手続等を一括して代行する

ことを約定した契約書の写し 

(５) 浄化槽の保守点検を浄化槽管理者が自ら実施する場合にあっては、浄化槽法第11

条に規定する検査の受検を契約したことを証する書面 

(６) 工事写真 



(７) 工事完成平面図 

(８) 工事請求書又は領収書の写し（設置費、撤去費及び配管費分） 

(９) 浄化槽施工結果報告書（様式第10号）及びチェックリスト 

(10) 転換結果報告書（様式第11号） 

(11) 単独転換は産業廃棄物管理票（マニフェスト（Ｅ票））の写し、汲み取り転換は

産業廃棄物を処分した場合は、産業廃棄物管理票（マニフェスト（Ｅ票））の写し 

(12) 補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者の住民票の写し（実績報告書

の提出日前３箇月以内に発行されたものに限る。） 

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（完成検査済証） 

第９条 市長は、前条の検査の結果、当該工事がこの告示の規定に適合すると認めたとき

は、完成検査済証（様式第12号）を交付するものとする。 

（補助金の額の確定等） 

第10条 市長は、第８条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が

補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の

交付額を確定し、補助金交付額確定通知書（様式第13号）により速やかに補助対象者に

通知するものとする。 

（交付の請求） 

第11条 前条の規定により確定通知を受けた者は、補助金交付請求書（様式第14号）を市

長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 不正の手段により補助金を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(４) 設置完了後１年以内に当該浄化槽の使用を開始しないとき。 

（補助金の返還） 

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるもの



とする。 

（現場の確認） 

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、家庭用小型合併処理浄化槽の設置工事

の状況を施工の現場において確認することができる。（家庭用小型合併処理浄化槽設置

時の中間検査及び完了検査のほか、市長が必要と認める場合） 

（その他） 

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成17年12月５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の夷隅町家庭用小型合併処理浄化槽設置整

備事業補助金交付要綱（平成２年夷隅町要綱第１号）、大原町家庭用小型合併処理浄化

槽設置整備事業補助金交付要綱（平成元年大原町告示第14号）又は岬町家庭用小型合併

処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成２年岬町制定）の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成19年告示第59号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、改正前のいすみ市家庭用小型合併処理浄化槽設置

整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前

の例による。 

附 則（平成20年告示第26号） 

この告示は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年告示第49号） 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年告示第124号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年３月28日告示第19号） 



この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年５月１日告示第59号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年３月17日告示第24号） 

（施行期日） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月28日告示第34号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日告示第66号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現に改正前のいすみ市家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業

補助金交付要綱に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することが

できる。 

別表第１（第３条関係） 

補助対象地域 

次に該当する地域であること。（ただし、大原台地区は除く） 

・自然公園法（昭和32年法律第161号）第２条第１号に規定する自然公園等すぐれた

自然環境を有する地域。 

別表第２（第４条関係） 

１ 人槽区分 ２ 限度額（円） 

５人槽 512,000 

６人～７人槽 594,000 

８人～10人槽 728,000 



別表第３（第４条関係） 

１ 人槽区分 ２ 限度額（円） 

５人槽 432,000 

６人～７人槽 514,000 

８人～10人槽 648,000 



様式第１号（第５条関係） 

 



様式第２号（第５条関係） 

 



 



 



 



様式第３号（第５条関係） 

 



様式第４号（第６条関係） 

 



様式第５号（第６条関係） 

 



様式第６号（第７条関係） 

 



様式第７号（第８条関係） 

 



様式第８号（第８条関係） 

 



様式第９号（第８条関係） 

 



様式第10号（第８条関係） 

 



 



 



様式第11号（第８条関係） 

 



様式第12号（第９条関係） 

 



様式第13号（第10条関係） 

 



様式第14号（第11条関係） 

 


